
（2）

き
る
社
会
、
「
認
知
症
高
齢
者

等
に
や
さ
し
い
地
域
づ
く
り
」

を
目
指
す
こ
と
と
し
た
。
し
か

し
、
今
後
の
認
知
症
高
齢
者
の

増
加
等
を
考
え
れ
ば
、
認
知
症

へ
の
理
解
の
一
層
の
促
進
、
当

事
者
や
家
族
の
生
活
を
支
え
る

体
制
の
整
備
、
予
防
・
治
療
法

の
確
立
な
ど
、
総
合
的
な
取
り

組
み
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会

は
、
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ

ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

⑴
認
知
症
の
方
々
の
尊
厳
、
意

思
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
が
尊
重

さ
れ
る
社
会
の
構
築
を
目
指

し
、
学
校
教
育
な
ど
に
よ
り
認

知
症
へ
の
理
解
を
一
層
促
進
す

る
と
と
も
に
、
認
知
症
の
予

防
・
治
療
法
確
立
、
ケ
ア
や
サ

ー
ビ
ス
な
ど
認
知
症
に
対
す
る

総
合
的
な
施
策
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と

を
定
め
た
「
認
知
症
の
人
と
家

族
を
支
え
る
た
め
の
基
本
法

（
仮
称
）
」
を
早
期
に
制
定
す

る
こ
と
。
⑵
認
知
症
に
見
ら
れ

る
不
安
、
抑
鬱
、
妄
想
な
ど
行

動
・
心
理
症
状
の
発
症
・
悪
化

を
防
ぐ
た
め
、
訪
問
型
の
医
療

や
看
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
普
及

促
進
を
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
の
中
に
適
切
に
組
み
入
れ

る
こ
と
。
⑶
自
治
体
な
ど
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
家
族
介
護
、

老
老
介
護
、
独
居
認
知
症
高
齢

者
な
ど
、
よ
り
配
慮
を
要
す
る

方
々
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
好
事
例

（
サ
ロ
ン
設
置
、
買
い
物
弱
者

へ
の
支
援
等
）
を
広
く
周
知
す

る
こ
と
。
⑷
認
知
症
施
策
推
進

総
合
戦
略
（
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ

ン
）
の
効
果
を
見
き
わ
め
る
た

め
、
当
事
者
や
介
護
者
の
視
点

を
入
れ
た
点
検
・
評
価
を
適
切

に
行
い
、
そ
の
結
果
を
施
策
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
。

政
府
に
対
し
、
こ
う
し
た
状
況

の
中
で
、
全
て
の
自
治
体
で
取

り
組
ま
れ
て
い
る
乳
幼
児
医
療

の
助
成
制
度
な
ど
単
独
の
医
療

費
助
成
制
度
に
対
す
る
国
の
減

額
調
整
措
置
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
早
急
に
見
直
し
を
行
う

よ
う
強
く
要
請
す
る
。
⑴
人
口

減
少
問
題
に
取
り
組
む
い
わ
ゆ

る
地
方
創
生
作
業
が
進
む
中
、

地
方
単
独
事
業
に
よ
る
子
ど
も

等
に
係
る
医
療
費
助
成
と
国
保

の
国
庫
負
担
の
減
額
調
整
措
置

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
早
急
に

検
討
の
場
を
設
け
、
結
論
を
出

す
こ
と
。
⑵
検
討
に
当
た
っ
て

は
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る

中
、
子
育
て
支
援
、
地
方
創

生
、
地
域
包
括
ケ
ア
等
の
幅
広

い
観
点
か
ら
実
効
性
あ
る
施
策

を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
子
ど

も
等
に
係
る
医
療
の
支
援
策
を

総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
。

▪
認
知
症
へ
の
取
り
組
み
の
充

実
強
化
に
関
す
る
意
見
書

　

今
日
、
認
知
症
は
世
界
規
模

で
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ

り
、
本
年
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ

認
知
症
閣
僚
級
会
議
で
は
、
各

国
が
認
知
症
対
策
へ
の
政
策
的

優
先
度
を
よ
り
高
位
に
位
置
づ

け
る
べ
き
と
の
考
え
が
確
認
さ

れ
た
。
世
界
最
速
で
高
齢
化
が

進
む
我
が
国
で
は
、
団
塊
の
世

代
が
75
歳
以
上
と
な
る
２
０
２

５
年
に
は
、
認
知
症
高
齢
者
数

は
約
700
万
人
に
も
達
す
る
と
推

計
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
認
知

症
へ
の
取
り
組
み
が
注
目
さ
れ

て
い
る
。
政
府
は
本
年
１
月
、

認
知
症
対
策
を
国
家
的
課
題
と

し
て
位
置
づ
け
、
認
知
症
施
策

推
進
総
合
戦
略
い
わ
ゆ
る
新
オ

レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
認

知
症
高
齢
者
が
、
住
み
な
れ
た

地
域
の
よ
い
環
境
で
、
自
分
ら

し
く
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で

際
社
会
の
平
和
と
安
全
も
重
要

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
我
が
国

の
役
割
を
拡
大
し
、
国
際
社
会

の
一
員
と
し
て
責
任
あ
る
貢
献

を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
平

和
安
全
法
制
の
成
立
に
よ
り
国

際
的
な
平
和
協
力
活
動
に
さ
ら

な
る
貢
献
を
す
る
こ
と
と
と
も

に
三
鷹
市
民
の
生
命
と
財
産
を

守
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
よ

っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
自
衛
隊
法
を

初
め
と
す
る
関
係
法
制
と
一
体

的
に
審
議
を
進
め
、
国
会
審
議

の
中
で
国
民
の
理
解
を
得
る
努

力
を
図
り
、
必
要
な
審
議
を
尽

く
し
、
平
和
安
全
法
制
の
成
立

を
図
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

▪
地
方
単
独
事
業
に
係
る
国
保

の
減
額
調
整
措
置
の
見
直
し
を

求
め
る
意
見
書

　

今
国
会
に
お
い
て
「
持
続
可

能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す

る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

成
立
し
、
国
保
の
財
政
基
盤
の

強
化
や
都
道
府
県
に
よ
る
財
政

運
営
に
向
け
て
具
体
的
な
改
革

作
業
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
国
保
改
革
に
当
た
っ
て
は

国
と
地
方
の
協
議
に
よ
り
、
地

方
単
独
事
業
に
係
る
国
庫
負
担

調
整
措
置
の
見
直
し
な
ど
が
今

後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
一
方
、
地
方
創
生

の
観
点
か
ら
人
口
減
少
問
題
に

真
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
全
国
の
自

治
体
で
は
単
独
事
業
と
し
て
乳

幼
児
医
療
費
の
助
成
制
度
の
拡

充
な
ど
に
取
り
組
む
事
例
が
多

く
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
平
成

26
年
度
補
正
で
用
意
さ
れ
た
国

の
交
付
金
を
活
用
し
対
象
年
齢

の
引
き
上
げ
な
ど
の
事
業
内
容

の
拡
充
に
取
り
組
む
自
治
体
も

報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、

に
よ
り
、
平
成
27
年
10
月
１
日

か
ら
平
成
37
年
３
月
31
日
ま
で

を
指
定
期
間
と
し
て
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
三
鷹
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
大
学
推
進
機
構
を
引
き
続

き
指
定
す
る
も
の
で
す
。

人
　
事

◆
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て

津
端　
　

修
氏
（
再
任
）

内
田　
　

治
氏
（
新
任
）

そ
の
他

◆
市
道
路
線
の
一
部
廃
止
に
つ

い
て

　

三
鷹
駅
南
口
西
側
中
央
地
区

再
開
発
事
業
の
進
捗
に
伴
い
、

道
路
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

道
第
14
号
線
、
通
称
「
赤
鳥
居

通
り
」
の
北
側
87
メ
ー
ト
ル
を

廃
止
す
る
も
の
で
す
。

ー
タ
ー
株
式
会
社
営
業
本
部
東

京
営
業
部
で
、
工
期
は
契
約
確

定
日
の
翌
日
か
ら
平
成
29
年
２

月
17
日
ま
で
で
す
。

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

※
以
上
５
件
の
補
正
予
算
議
案

に
つ
い
て
は
３
面
に
関
連
記
事

掲
載

契
　
約

◆
三
鷹
市
上
連
雀
分
庁
舎
（
仮

称
）
建
設
工
事
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
の
三
鷹
市
第
二
分

庁
舎
に
替
わ
り
、
市
の
会
議
室

の
ほ
か
、
社
会
福
祉
法
人
三
鷹

市
社
会
福
祉
協
議
会
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
み
た
か
ハ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ブ
及
び
特
定
非
営
利
活

動
法
人
花
と
緑
の
ま
ち
三
鷹
創

造
協
会
の
事
務
室
等
が
入
る
三

鷹
市
上
連
雀
分
庁
舎
（
仮
称
）

建
設
工
事
を
行
う
も
の
で
す
。

契
約
の
金
額
は
４
億
７
千
844
万

円
、
契
約
の
相
手
方
は
、
東
京

都
三
鷹
市
下
連
雀
三
丁
目
４
番

29
号
白
石
・
大
竹
建
設
共
同
企

業
体
で
、
工
期
は
契
約
確
定
日

の
翌
日
か
ら
平
成
28
年
８
月
１

日
ま
で
で
す
。

◆
三
鷹
市
東
部
水
再
生
セ
ン
タ

ー
監
視
制
御
設
備
等
更
新
工
事

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

東
部
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
監

視
制
御
設
備
等
の
老
朽
化
に
伴

い
、
更
新
工
事
を
行
う
も
の
で

す
。
契
約
の
金
額
は
５
億
１
千

753
万
６
千
円
、
契
約
の
相
手
方

は
、
東
京
都
千
代
田
区
神
田
須

田
町
一
丁
目
25
番
地
メ
タ
ウ
ォ

市
長
提
出
議
案

条
　
例

◆
三
鷹
市
立
児
童
遊
園
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
外
郭
環
状
道
路
事
業
の

進
捗
に
伴
う
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

減
少
に
対
応
す
る
た
め
、
「
中

原
交
通
児
童
遊
園
」
を
一
定
の

ス
ポ
ー
ツ
利
用
が
で
き
る
児
童

遊
園
と
し
て
整
備
し
、
名
称
を

「
中
原
ス
ポ
ー
ツ
児
童
遊
園
」

に
変
更
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

市
税
の
減
免
申
請
期
限
の
変

更
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税

の
減
免
の
申
請
期
限
を
、
「
納

期
限
前
７
日
」
か
ら
「
納
期

限
」
に
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
福
祉
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

市
税
の
減
免
申
請
期
限
の
変

更
に
伴
い
、
介
護
保
険
料
の
減

免
等
の
申
請
期
限
を
、
「
納
期

限
前
７
日
」
か
ら
「
納
期
限
」

に
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

◆
平
成
27
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

に
、
委
員
会
の
欠
席
に
つ
い
て

も
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

◆
三
鷹
市
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
常
任
委
員
会
の
所

管
に
つ
い
て
改
め
る
と
と
も

に
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

す
。

意
見
書

▪
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
意

見
書

　

安
倍
内
閣
は
５
月
14
日
に
平

和
安
全
法
制
に
つ
い
て
閣
議
決

定
を
行
い
国
会
に
提
出
し
た
。

我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障

環
境
は
、
一
層
厳
し
さ
を
増
し

て
お
り
、
国
民
の
命
と
平
和
な

暮
ら
し
を
守
る
こ
と
は
、
政
府

の
最
も
重
要
な
責
務
で
あ
る
。

我
が
国
の
安
全
を
確
保
し
て
い

く
に
は
、
日
米
間
の
安
全
保

障
・
防
衛
協
力
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
域
内
外
の
パ
ー
ト
ナ

ー
と
の
信
頼
及
び
協
力
関
係
を

深
め
、
そ
の
上
で
、
あ
ら
ゆ
る

事
態
に
切
れ
目
の
な
い
対
応
を

可
能
と
す
る
法
整
備
を
行
う
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
争
い
を
未
然
に
防
ぐ
力
、

つ
ま
り
抑
止
力
を
高
め
る
こ
と

が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
切
れ

目
の
な
い
平
和
安
全
法
制
を
整

え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
我
が
国

の
平
和
と
安
全
」
及
び
「
国
際

社
会
の
平
和
と
安
全
」
を
、
よ

り
一
層
確
保
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
具
体
的
に
は
、
武
力
攻
撃

に
は
至
ら
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

の
事
態
か
ら
我
が
国
に
対
す
る

直
接
の
武
力
攻
撃
に
至
る
ま

で
、
切
れ
目
の
な
い
対
応
が
可

能
と
な
る
。
ま
た
、
我
が
国
の

平
和
と
安
全
の
た
め
に
は
、
国

議
員
提
出
議
案

規
則
・
条
例

◆
三
鷹
市
議
会
会
議
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

　

男
女
共
同
参
画
を
考
慮
し
た

議
会
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、

出
産
に
伴
う
議
会
の
欠
席
に
関

す
る
規
定
を
設
け
る
と
と
も

◆
中
仙
川
改
修
事
業
に
係
る
業

務
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

中
原
地
区
の
中
仙
川
改
修
事

業
を
行
う
も
の
で
す
。
契
約
の

金
額
は
概
算
で
６
億
１
千
374
万

５
千
円
で
す
が
、
出
来
高
に
よ

り
精
算
し
ま
す
。
契
約
の
相
手

方
は
、
東
京
都
八
王
子
市
子
安

町
四
丁
目
７
番
１
号
公
益
財
団

法
人
東
京
都
都
市
づ
く
り
公
社

で
、
履
行
期
間
は
契
約
確
定
日

の
翌
日
か
ら
平
成
29
年
９
月
29

日
ま
で
で
す
。

指
定
管
理
者
の
指
定

◆
三
鷹
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
学
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
９
月
30
日
を
も
っ

て
指
定
期
間
が
終
了
す
る
三
鷹

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
学
の
指
定
管

理
者
に
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
や

利
用
者
の
評
価
の
高
さ
、
今
後

の
事
業
計
画
・
収
支
計
画
等
も

適
切
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由

２７・８・２

可
決
し
た
議
案

第
２
回
定
例
会

通称「赤鳥居通り」

三鷹市東部水再生センター


